２０２６年３月３０日
東京都教育委員会
教育長　坂本　雅彦　殿

命令と処分による「日の丸・君が代」の強制をやめ、
「10・23通達」に基づく処分の取り消しと
児童・生徒の人権を保障する教育行政を求める要請


「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長　大能　清子

＜要請の趣旨＞
１．卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会（以下「都教委」）の「10.23通達」（2003年）とそれに基づく校長の職務命令により、これまでに懲戒処分を受けた教職員は延べ４８４名にのぼります。この通達発出以降、東京の学校現場では「命令と服従」の構造によって自由で創造的な教育が失われています。

２．一連の最高裁判決（2011年5月～7月）は、起立斉唱を命じる校長の職務命令が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、処分取消訴訟の最高裁判決（2012年1月、2013年9月）は、「減給以上の処分を選択することについては，本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」であるとの認識のもと「裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。
これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見（2012年1月宮川裁判官）を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見（2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官、他多数）があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めています。
　　また、最高裁（第一小法廷）は2019年3月、東京「君が代」裁判四次訴訟において、東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立を不受理とし、特別支援学校教員の卒入学式での４回目・５回目の不起立に対する減給処分（減給10分の1・1月）を取り消しました。
　「10.23通達」とそれに基づく職務命令違反を理由とした処分は、これらの最高裁判決の趣旨から逸脱しているものです。

３．都教委は、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪することなく、私たちの度重なる要請を無視して、2013年12月、2015年3月～4月、2018年2月、2020年12月25日、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された現職の都立学校教員延べ20件・19名に新たに戒告処分を科し再処分をするという暴挙を行いました。私たちは、司法の判断をないがしろにする再処分の撤回を改めて求めます。

４．最高裁、東京高裁、東京地裁で確定した処分取消の総数は、延べ77件・66名に上ります。最高裁・東京高裁・東京地裁で「違法」とされた処分を都教委が行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる行為です。私たちは、処分取消が確定した原告らに謝罪し、再発防止策を講じるよう繰り返し求めてきましたが、都教委は、要請に正対せず、不誠実な回答に終始しています。私たちの要請に真摯に向き合い、回答することを強く求めます。

５．2025年7月31日、東京「君が代」裁判五次訴訟地裁判決で、減給処分を取り消すという判決が出されました。これは上述のとおり最高裁による確定判決の存在する事案であるにも関わらず、都教委は控訴しています。都教委は、「10.23通達」通達とそれに基づく職務命令の正当性の根拠を最高裁判決に求めており、今回の控訴はダブルスタンダードという他はありません。

６．卒業式・入学式の被処分者に対する「服務事故再発防止研修」は、2012年度より質量ともに強化され、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」（東京地裁民事19部決定　2004年7月23日）に反しています。
　　事前課題を含む「研修」は、明らかに受講者に内心の表白を迫り、「思想改造」を企図しており、上記東京地裁決定（2004年7月）に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものです。

７． ILO／ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会（セアート CEART）（2019年3月、2022年6月、2025年6月）、国連自由権規約委員会の勧告（2022年11月）は、学校儀式での国旗掲揚・国歌斉唱に関し、日本政府に起立斉唱強制の是正を求める「勧告」（総括所見）を採択しました。その中で各国際機関は、東京の「日の丸・君が代」強制の実態を挙げて、教職員の処分、児童・生徒への起立強制などを厳しく批判しています。人権尊重を教えるべき学校で「日の丸・君が代」強制という人権侵害がまかり通っています。国際基準と国際人権法に反する人権侵害を直ちにやめ、「10.23通達」に基づく一連の施策を抜本的に見直すべきです。

８．私たちは、これまで「都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を設定すること」「（要請書等を）教育委員会で配付し、慎重に検討、議論し、回答すること」を繰り返し要請してきました。しかるに都教委は、「・・・広報統計課を通じて御意見をお聞きするとともに、・・・必要に応じて回答を行っております。今後も同様に対応してまいります。」、「既に方針が決定済みの事項であることから・・・教育委員会への報告及び教育委員会での審議は行いません。」（以上3月5日付）と「回答」しています。
これは、処分権者である都教育委員会及び同事務局である教育庁の責任を曖昧にし、担当部署への直接の要請を拒むために、広報統計課を隠れ蓑にしているといわざるを得ません。教育委員会事務局に過ぎない教育庁の独断専行であり、一度決定したら司法による違法性の判断など状況が変化しても、教育施策を変更・改善しない姿勢は、教育委員会制度の本旨に反し、司法の判断を無視し、都民の要請に背を向け問題解決の努力を放棄するものです。
あまつさえ、この2年余りは広報統計課長すら要請の場に出席しないという事態が続いています。重ね重ね都民の声を無視し、社会的対話を拒否する都教委の姿勢を、厳しく糾弾するものです。
以上の趣旨から、以下の諸点を要請します。

＜要請事項＞
１　4月の入学式で「国歌斉唱」を行なわないこと。
２　都教委が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
３　「10.23通達」を撤回すること。また同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
４　これまでの全ての再処分を撤回すること。
５　職務命令違反による懲戒処分を唯一の理由にした「再任用打ち切り」と「時間講師不合格」を撤回すること。
６　「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」（平成24年1月24日）の都教委の「議決」を撤回すること。
７　卒業式・入学式で処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
８　都教育庁関係部署（人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など）の責任ある職員と該当者及び被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を設定すること。
9　 昨年7月31日に出された、東京「君が代」裁判五次訴訟判決に対する控訴を取り下げること。
10　1月28日の要請のうち、2025年6月に採択されたCEART勧告についてのみ、東京都および教育庁で初めて受け取った部署の回答がないのはなぜか。その理由と回答を求める。
11　本要請書を教育委員会で配布し、慎重に検討・審議し、回答すること。

＜連絡先＞「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
事務局長　大能　清子

＜回答期限＞　２０２６年４月２０日（月）。上記大能までメール及び文書（郵送）で回答すること。
